
JP 4519066 B2 2010.8.4

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置を自立させるための脚構造を備え、脚を動作させて使用する機能部を有する通
信装置において、
　前記通信装置は脚の動作状態を検出する脚動作検出部と、当該通信装置の動作モードを
制御する動作モード制御部と、前記機能部として、表示部の表示画面を鏡として機能する
ように制御する鏡面制御部と、前記表示画面の背面方向を撮像する撮像手段およびオート
シャッター制御部と、を備え、
　前記脚動作検出部は、脚が収納状態であるか否かを検出する第１の検出手段と、表示面
が略垂直となる第１の開脚状態であるか第１の開脚状態より緩やかな傾斜となる第２の開
脚状態であるかを検出する第２の検出手段から構成され、
　前記動作モード制御部は、前記脚動作検出部が前記第１の開脚状態にあることを検出し
た場合、オートシャッター制御部を有効とする動作モードに変更し、前記脚動作検出部が
前記第２の開脚状態にあることを検出した場合、前記鏡面制御部を有効とする動作モード
に変更することを特徴とする通信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像用のカメラや鏡の機能を有するＬＣＤ表示部を備えた通信装置であって
、通信装置を自立させるための脚構造を備えた通信装置に関するものであり、特に、通信



(2) JP 4519066 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

装置の自立用脚構造の脚の動作状態に基づいて、オートシャッターを作動させ、あるいは
、ＬＣＤ表示部を鏡面状態に変更させる制御を行うようにした通信装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年の情報処理技術、通信技術の発展に伴い種々の携帯型の情報通信端末装置（以下、
携帯端末装置という）が広く普及している。このような携帯端末装置は、利用者が外出先
からインターネットなどのネットワークを介して種々サービスを提供する情報配信サーバ
や所望のウェブサイトに接続して当該サービスを受け、あるいは情報を取得したり、自社
のネットワークに接続したりして業務上必要な情報を取得することができる。
【０００３】
　最近では、携帯電話のハード、ソフト機能が充実し、従来の携帯端末装置の機能を兼ね
るようになってきており、携帯電話の普及率の拡大にはめざましいものがある。携帯電話
を利用したデータ通信サービスを提供する事業者も増加しており、携帯電話を利用してバ
ンキング、インターネット販売、ナビゲーション、交通機関やコンビニエンスストアなど
の代金決済など、様々なサービスを受けることができるようになってきている。特に携帯
電話においては種々のオプションやアプリケーションが搭載可能であり、利用できるサー
ビスの種類も豊富になってきている。
【０００４】
　また、携帯電話に対するユーザの機能要望は多岐にわたっており、各携帯電話メーカー
によって、種々の機能を搭載した携帯電話が提供されている。そのような機能のなかに撮
像用のカメラ機能を搭載した携帯電話や、ＬＣＤ表示部を鏡として利用できるようにした
携帯電話が提供されている。鏡機能を搭載した携帯電話を使用すれば、化粧用のコンパク
トなどを別途携帯しなくても利用者は任意の場所で化粧を確認したりすることができる。

　また、カメラ付の携帯電話を利用すれば、デジタルカメラなどを個別に携帯することな
く、利用者は任意の時、場所で任意の被写体を撮影し、パケット通信機能を利用して撮影
した画像データを電子メール等に添付して自分自身のコンピュータ装置に送信したり友人
、家族に送信したりすることができる。更には、撮影した画像データをサービスセンタの
サーバに送信して保存したり、プリントしたりするサービスを提供する提案もなされてい
る。
【０００５】
　カメラ付の携帯電話には、種々のタイプのものが提案されており、一般的には携帯電話
の前面側または裏面側の一方に撮像のためのレンズを設け、利用者自身を撮影したり、利
用者に対向した側の風景や人物を撮影したりすることができる。この場合、利用者は撮影
する被写体に対して撮影用のレンズを対向させるように携帯電話の向きを変えて操作する
必要が生ずる。また、携帯電話の手振れによるピントずれなどを防止するため、携帯電話
を適宜の場所に自立させて撮像するための自立用脚構造を備えた携帯電話も提案されてい
る。
【０００６】
　例えば、下記の特許文献１（特開２００５－２０４００５号公報）には、自立用脚構造
を備えた携帯電話が開示されている。この携帯電話は、カメラを備える携帯電話本体に内
蔵される電池パック２を覆って保護するための電池カバーに自立維持機能を併せて持たせ
る。電池カバーは長手方向に本体支持部と床面支持部に２分割でき、床面支持部が本体支
持部のスライド部を案内として伸長できる。回転軸への回転ガイドの回転嵌合により電池
カバー全体を回動させ、床面支持部の方向への伸長長さを適度に設定することにより、携
帯電話本体が自立保持されるように構成したものである。
【０００７】
　また、携帯電話が備えるＬＣＤ表示部（液晶表示部）を、携帯電話としての各種表を行
わない時にＬＣＤ表示部の表示面を鏡として機能させるようにした携帯電話を提供されて
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いる。例えば、下記の特許文献２（特開２００４－５６４９６号公報）には、ＬＣＤ表示
部に鏡の機能を持たせた携帯電話が開示されている。
【０００８】
　この携帯電話は、表示画面の表面を形成する光透過パネル、カラーフィルタ、透明電極
、液晶層、偏光板及びバックライトから構成された携帯電話機用の液晶ディスプレイ装置
において、偏光板と前記バックライトの間にあって、バックライトの消灯時には前記光透
過パネルの表面側から入射する光を反射し、バックライトの点灯時にはバックライトの光
を透過して画像表示を可能にする半透明ミラー層と、を備え、バックライトの消灯時には
表示画面の全領域がミラーとなり、バックライトが点灯されている時には表示画面全領域
において画像表示が行われるように構成されたものである。
【特許文献１】特開２００５－２０４００５号公報（図１、図３、図４）
【特許文献２】特開２００４－５６４９６号公報（図３、段落［００３９］、［００５１
］、［００５４］）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、前述のように種々の機能が携帯電話に付加された場合、当該付加された機能
を利用するためには、携帯電話の操作部に設けられたキーやボタン、表示部に表示された
メニュー画面に表示された選択アイコンなどを操作して所望の機能を有効にするモードに
切り換える操作が必要になる。
【００１０】
　例えば、カメラ付の携帯電話において撮像を行うためには、所定の機能キーなど操作し
て携帯電話を撮像モード（以下、カメラモードという）にした後、撮像のための操作を行
う必要がある。その際、カメラに対面する人物や風景を撮像するような簡単な操作であれ
ばシャッターボタンの機能が割当られたキーを操作するだけで済む。しかしながら、携帯
電話を自立させて自動シャッター（以下オートシャッターという）機能を用いた撮像を行
うためには、オートシャッターモードに設定したり、また、必要によりシャッター時間を
設定したりした後、携帯電話を自立させ、シャッター操作をするという煩雑な操作が必要
になる。
【００１１】
　ＬＣＤ表示部を鏡として使用できる機能を備えた携帯電話においても鏡モードに変更す
る操作が必要になる。一般に携帯電話は何ら操作あるいは使用していない場合には、基地
局への位置登録のみの機能が働き、当該携帯電話への着信を待ち受ける、いわゆる、「待
ち受けモード」で動作している。従って、鏡機能を有効にする（以下、鏡面モードという
）ためには、「待ち受けモード」から「鏡面モード」へのモード設定を行う必要が生じる
。
【００１２】
　しかしながら、上記特許文献１に開示された携帯電話は自立用の脚構造を備えたカメラ
付の携帯電話であるが、カメラ機能を有効にして撮像する場合の操作性については考慮さ
れていない。また、上記特許文献２に開示された携帯電話においても、特に、鏡機能を有
効にする際の操作性については考慮されていない。このため、利用者が携帯電話に備えら
れた各種の機能を使用するために煩雑な操作を必要とするという問題点が生じる。
【００１３】
　本願の発明者は、上記の問題点を解消すべく種々検討を重ねた結果、携帯電話を自立さ
せるための脚構造を有する携帯電話機において、携帯電話に備えられた撮像用のカメラや
鏡機能を使用する際の脚構造の操作との関連性に着目し、脚の動作状態に基づいて、携帯
電話の動作モードを自動的に制御すれば、上記問題点を解消し得ることに想到し、本発明
を完成するに至ったものきである。
【００１４】
　すなわち、本発明は上記の問題点を解消することを課題とし、自立用の脚構造を備えた



(4) JP 4519066 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

携帯電話において、脚の動作状態に応じて関連する各種機能を有効にすることができ、操
作を簡単化した携帯電話を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　請求項１に記載の通信装置は、通信装置を自立させるための脚構造を備え、脚を動作さ
せて使用する機能部を有する通信装置において、
　前記通信装置は脚の動作状態を検出する脚動作検出部と、当該通信装置の動作モードを
制御する動作モード制御部と、前記機能部として、表示部の表示画面を鏡として機能する
ように制御する鏡面制御部と、前記表示画面の背面方向を撮像する撮像手段およびオート
シャッター制御部と、を備え、前記脚動作検出部は、脚が収納状態であるか否かを検出す
る第１の検出手段と、表示面が略垂直となる第１の開脚状態であるか第１の開脚状態より
緩やかな傾斜となる第２の開脚状態であるかを検出する第２の検出手段から構成され、前
記動作モード制御部は、前記脚動作検出部が前記第１の開脚状態にあることを検出した場
合、オートシャッター制御部を有効とする動作モードに変更し、前記脚動作検出部が前記
第２の開脚状態にあることを検出した場合、前記鏡面制御部を有効とする動作モードに変
更することを特徴とする。
【００１６】
　請求項１にかかる発明においては、通信装置を自立させるための脚構造を備え、脚を動
作させて使用する機能部を有する通信装置において、
　前記通信装置は脚の動作状態を検出する脚動作検出部と、当該通信装置の動作モードを
制御する動作モード制御部と、前記機能部として、表示部の表示画面を鏡として機能する
ように制御する鏡面制御部と、前記表示画面の背面方向を撮像する撮像手段およびオート
シャッター制御部と、を備え、前記脚動作検出部は、脚が収納状態であるか否かを検出す
る第１の検出手段と、表示面が略垂直となる第１の開脚状態であるか第１の開脚状態より
緩やかな傾斜となる第２の開脚状態であるかを検出する第２の検出手段から構成され、前
記動作モード制御部は、前記脚動作検出部が前記第１の開脚状態にあることを検出した場
合、オートシャッター制御部を有効とする動作モードに変更し、前記脚動作検出部が前記
第２の開脚状態にあることを検出した場合、前記鏡面制御部を有効とする動作モードに変
更する。
【００１７】
　このような構成によれば、利用者が通信装置の脚を開いた場合に、その角度によって、
動作させる通信装置の機能、例えば、カメラのオートシャッターの機能を有効とするモー
ドあるいは表示画面を鏡として使用するモードに変更することができ、通信装置のモード
変更操作を簡単化することができるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　以下、本発明の具体例を実施例及び図面を用いて詳細に説明する。ただし、以下に示す
実施例は、本発明の技術思想を具体化するための携帯電話を例示するものであって、本発
明をこの携帯電話に特定することを意図するものではなく、特許請求の範囲に含まれるそ
の他の実施形態の携帯電話にも等しく適用し得るものである。
【実施例１】
【００３８】
　図１は本発明の実施例１にかかる携帯電話の構成を示すブロック図、図２は図１の携帯
電話の外観を示す外観図である。図１のブロック図には、本発明の実施例にかかる機能制
御部２１を含む携帯電話１０の構成が示されている。携帯電話１０は、通話部１１と本発
明に係る機能制御部２１から構成されている。通話部１１は、マイク１２とスピーカ１３
と無線部１４とから構成されており、無線部１４は、アンテナ、送受信回路、変復調回路
、圧縮伸長回路、音声コーデック等を含んでおり、無線部１４を介してマイク１２から入
力された音声を音声信号として送信し、通話の相手方の音声信号を受信してスピーカ１３
に出力する。



(5) JP 4519066 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

【００３９】
　機能制御部２１は、主制御部２２、表示部２３、操作部２４、脚動作検出部２５、動作
モード制御部２６、鏡面制御部２７、バックライト制御部２８、オートシャッター制御部
２９、シャッター時間設定部３１などを備えて構成されている。主制御部２２は、マイク
ロコンピュータ、ＲＡＭ、ＲＯＭ等からなりコンピュータ装置として機能し、無線部１４
および機能制御部２１の上記各部を制御する。
【００４０】
　表示部２３、操作部２４は、携帯電話１０における通話のための表示および操作の他に
、インターネット網を介したデータ通信のための操作および表示にも使用される。操作部
２４は、通話時に電話番号入力をするため、また、電子メールをはじめとするインターネ
ット網を介した各種のデータ通信サービスを利用するために所望の文字列を入力するため
に使用される。表示部２３は液晶表示ユニット（ＬＣＤユニット）で構成され、バックラ
イトの制御により鏡としても機能する。
【００４１】
　操作部２４には、通話キー２４１、機能選択キー２４３、テンキー２４５が設けられ、
通話時にはテンキー２４５を操作して電話番号を入力し、通話キー２４１を操作すると発
信できる。また、テンキー２４５には英文字、カタカナ、ひらがなの文字が割り当てられ
、図示していない英数カナ変換制御部により文字コード変換が行われる。文字コード変換
は、入力モードが英数カナあるいはかな漢字変換モードであるかによりそれぞれ操作され
たキーに応じた入力文字コードに変換される。機能選択キー２４３は携帯電話１０の所定
の機能を有効にするキーであり、メーカー、機種によりこのキーに割当てられる機能は異
なる。
【００４２】
　図２～図４は、図１に示した携帯電話１０の外観を示す図である。この携帯電話１０は
ヒンジＨを中心に折り畳む構成の電話である。図２は折り畳んだ状態を示す図であり前面
にはカメラのレンズＬが設けられている。図３は、この携帯電話１０を開いて表示部２３
、操作部２４を前面にした図である。図４は、開いた携帯電話１０を背面から見た図であ
る。この状態でレンズＬを撮影したい対象に向けてシャッターボタンを操作することによ
り、対象物を撮像することができる。
【００４３】
　本発明の着想は、携帯電話１０を自立させるための脚構造において、脚の動作状態と携
帯電話１０に備えられた機能との関連性がある点に着目して自動的に携帯電話の動作モー
ドを変更制御して操作を簡単化した点にある。
【００４４】
　すなわち、携帯電話１０の脚がある角度に広げられた場合、携帯電話１０の利用者がカ
メラＬ１やＬ２を使用して撮像機能を有効にする意図、あるいは、表示部２３の表示画面
を鏡として使用する意図などがあると考えることができ、脚の動作状態を検出して携帯電
話１０の動作モードを撮像モードにし、かつ、オートシャッターモードに変更し、あるい
は、表示部を鏡として動作させる鏡面モードに変更するように構成する。
【００４５】
　この場合、オートシャッターモードにするか、鏡面モードにするかを一義的には区別す
ることができないが、脚の操作が行われた時点における携帯電話１０の動作モードを基準
に区別する。すなわち、携帯電話１０が待ち受けモードにある時に脚が作動された場合は
鏡面モードに、携帯電話１０がカメラモードにある時に脚が作動された場合はオートシャ
ッターモードに変更するようにして区別することができる。
【００４６】
　鏡面制御部２７は、携帯電話１０が鏡面モードで動作する場合、表示部２３を構成する
ＬＣＤ表示ユニットのバックライトを消灯または点灯制御するバックライト制御部２８に
対して消灯信号を制御信号として送信する制御を行い、表示画面を鏡面として使用できる
ようにする。



(6) JP 4519066 B2 2010.8.4

10

20

30

40

50

【００４７】
　機能制御部２１は、携帯電話１０の現在時点の動作モードを動作モード制御部２６に記
憶し、操作部２４の各種キーにより動作モード変更が行われた場合は、動作モード制御部
２６の動作モードを変更して動作モード制御を行う。脚動作検出部２５は携帯電話１０に
設けられた自立用の脚の状態を検出し、脚が開かれたか否かを検出する。検出手段として
は、例えば、赤外線センサーやマイクロスイッチなどを用いることができる。
【００４８】
　鏡面制御部２７は、携帯電話１０が鏡面モードで動作する場合、表示部２３を構成する
ＬＣＤ表示ユニットのバックライトを消灯または点灯制御するバックライト制御部２８に
対して消灯信号を制御信号として送信する制御を行い、表示画面を鏡面として使用できる
ようにする。
【００４９】
　一方、オートシャター制御部２９は、携帯電話１０がカメラモードで動作している場合
に、オートシャターを有効とする制御を行うものであり、シャッター時間設定部３１に特
定のシャター時間が設定されていない場合は、デフォルトで設定されたシャター時間、例
えば、３０秒のデフォルト値が設定されていれば、３０秒でカメラのシャターが動作する
ように制御する。
【００５０】
　携帯電話１０において、カメラモードの機能ボタンが操作され、動作モード制御部２６
にカメラモードが記憶されて動作している状態で、脚動作検出部２５が自立用脚構造の脚
の角度を検出し、脚が開かれたことを検出すると、オートシャッターモードへの変更が行
われ、動作モード制御部２６の状態が変更されるとともに、オートシャッター制御部２９
が有効になり、オートシャター機能が働く。
【００５１】
　一方、携帯電話１０が何の操作もなされておらず、動作モード制御部２６が待ち受けモ
ードにされて動作している状態で、脚動作検出部２５が自立用脚構造の脚の角度を検出し
、脚が開かれたことを検出すると、鏡面モードへの変更が行われ、動作モード制御部２６
の状態が変更されるとともに、鏡面制御部２７が有効になり、表示部２３の表示画面が鏡
面状態に制御される。
【実施例２】
【００５２】
　自立用の脚構造における脚の角度によってオートシャッターモードにするか、鏡面モー
ドにするかを区別する構成とすることもできる。以下に実施例２にかかる携帯電話につい
て説明する。実施例２にかかる携帯電話１０は基本的に実施例１と同様の構成であるが、
自立用脚の開脚の状態を検出し、動作モードを制御するように構成されている。
【００５３】
　カメラ、すなわち、携帯電話１０を固定して撮影する場合、図４に示す自立用の脚４０
を開いて使用する。脚４０は携帯電話１０の本体の一部となるような薄い板状の蓋体のよ
うな形態のものである。従って、脚４０の下部４２は携帯電話１０の本体の形状にそって
断面がカーブしている。図５は、自立用の脚構造を示す図である。脚４０は回動軸４１に
より携帯電話１０の本体に取り付けられており、携帯電話１０の本体には脚４０の開閉と
角度を検出するマイクロスイッチ４３、４４が設けられている。
【００５４】
　脚４０が閉じられた状態ではマイクロスイッチ４４が出力を生じ、マイクロスイッチ４
３は出力を生じない。脚が最大の角度に開かれた場合にはマイクロスイッチ４３が出力を
生じ、マイクロスイッチ４４は出力を生じない。また、マイクロスイッチ４３は脚４０の
回転を停止させるストッパとしても機能する。
【００５５】
　脚４０が最大の角度まで開かれずに設定された第２の角度に開かれた場合は、マイクロ
スイッチ４３、４４ともに出力を生じない。すなわち、マイクロスイッチ４３、４４によ
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り脚４０の開閉および開かれた場合の角度範囲を判別することができる。図６は、脚４０
が最大角度（第１の角度範囲）に開かれた状態を示し、図７は脚４０が最大角度より小さ
い所定の角度（第２の角度範囲）に開かれた状態を示す。
【００５６】
　脚４０が最大角度に開かれた状態は、図６に示すように携帯電話１０の表示部２３の表
示画面が利用者に対して斜め４５度の角度で自立する。この角度は利用者が表示画面を鏡
として使用するのに適している。これに対して、脚４０が第２の角度に開かれた状態は、
図７に示すように携帯電話１０に設けられたレンズＬが水平方向を向く角度で自立する。
この角度は利用者が携帯電話１０をカメラとして使用するのに適している。逆にいえば、
利用者が表示画面を鏡として利用し易い角度に第１の角度範囲が設定され、カメラ機能を
利用し易い角度に第２の角度範囲が設定されている。
【００５７】
　図５～図７に示す自立用の脚構造では第１の角度範囲、第２の角度範囲としてそれぞれ
所定の特定の角度に脚４０が開く構成であったが、脚４０の開く角度を段階的に複数の角
度位置で停止する機構とし、赤外線センサーやロータリースイッチにより脚４０の開き角
度を検出する構成にすれば、第１の角度範囲では表示画面を鏡として使用し、第２の角度
範囲ではカメラ機能の使用を意図したものであると判別し、鏡面制御、オートシャッター
制御を作動させることができる。
【００５８】
　次に、携帯電話１０の脚の動作状態により動作モードを制御する実施例１にかかる動作
手順について、図８に示すフローチャートを参照して説明する。携帯電話１０において、
動作モード制御部２６には利用者が操作して選択した動作モードが設定されて動作してい
る。ステップＳ１１の処理において、脚動作検出手段２５が自立用の脚の角度を検出して
開かれたか否かを判別する。
【００５９】
　ステップＳ１１の処理において脚が開かれていないと判別すると、ステップＳ１５の処
理に進み、動作モード制御部２６は現在の動作モードを維持してリターンする。ステップ
Ｓ１１の処理において脚が開かれたと判別するとステップＳ１２の処理に進む。ステップ
Ｓ１２の処理において、動作モード制御部２６は携帯電話１０の現在の動作モードがカメ
ラモードであるか否かを検出する。
【００６０】
　ステップＳ１２の処理において、動作モード制御部２６がカメラモードで動作中である
と判別すると、ステップＳ１３の処理においてオートシャッター制御部２９が有効になり
、オートシャッター制御が行われる。先に述べたように、シャッター時間設定部３１に特
定のシャター時間が設定されていない場合は、デフォルトで設定されたシャター時間、例
えば、３０秒をデフォルト値であれば、３０秒でカメラのシャターが動作するように制御
する。
【００６１】
　ステップＳ１２の処理において、動作モード制御部２６がカメラモードで動作中でない
と判別すると、ステップＳ１４の処理に進み、鏡面制御部２７が有効になり、バックライ
ト制御部２８に対して表示部２３のＬＣＤ表示ユニットのバックライトを消灯する制御信
号を送り、表示画面を鏡面状態にする。
【００６２】
　以上説明した動作手順は、携帯電話１０の動作モードと脚の動作状況によってオートシ
ャッターモードまたは鏡面モードに動作モードを変更制御する手順であるが、実施例２に
おいては脚の開脚状態（開脚角度）を制御する。
【００６３】
　例えば、カメラモードと鏡面モードでは、携帯電話１０の姿勢が異なり、自立用の脚を
開く角度範囲が異なる。すなわち、カメラとして携帯電話１０を使用する場合は携帯電話
１０の姿勢は垂直に近い角度で自立される。これに対して表示面を鏡として携帯電話１０
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を使用する場合に携帯電話１０の表示面が斜めになるように脚が開かれて自立される。従
って脚が開かれた開脚の状態や角度、角度範囲を検出してオートシャッターモードと鏡面
モードとを区別し、動作モードの変更制御が行える。
【００６４】
　この場合、カメラとして携帯電話１０を使用する場合の携帯電話１０の姿勢である垂直
に近い角度範囲を第１の角度範囲とする。それよりも小さい角度範囲を第２の角度範囲と
し、鏡面として携帯電話１０を使用する場合の姿勢範囲とし、予め脚の角度範囲を設定し
、脚動作検出部２５でこの脚が動作された場合の角度範囲を識別する。
【００６５】
　図９に示すフローチャートはこのような制御の手順を示すものである。携帯電話１０に
おいて、動作モード制御部２６には利用者が操作して選択した動作モードが設定されて動
作している。ステップＳ２１の処理において、脚動作検出手段２５が自立用の脚の角度を
検出して、その角度範囲が第１の角度範囲開かれたか否かを判別する。
【００６６】
　ステップＳ２１の処理において脚動作検出部２５によって第１の角度範囲に脚が開かれ
ていないと判別されると、ステップＳ２２の処理に進み、脚動作検出部２５は脚が第２の
角度範囲に開かれているか否かを検出する。第２の角度範囲にも脚が動作されていない場
合には、脚動作検出部２５は脚が開かれていないものと判別し、ステップＳ２５に進み、
動作モード制御部２６が現在の動作モードを維持してリターンする。
【００６７】
　ステップＳ２１の処理において脚動作検出部２５によって第１の角度範囲に脚が開かれ
ていると判別されると、ステップＳ２３の処理においてオートシャッター制御部２９が有
効になり、オートシャッター制御が行われる。シャッター時間設定部３１に特定のシャタ
ー時間が設定されていない場合は、デフォルトで設定されたシャター時間でカメラのシャ
ターが動作するように制御する。
【００６８】
　一方、ステップＳ２２の処理において脚動作検出部２５によって第２の角度範囲に脚が
開かれていると判別されると、ステップＳ２４の処理において鏡面制御部２７が有効にな
り、バックライト制御部２８に対して表示部２３のＬＣＤ表示ユニットのバックライトを
消灯する制御信号を送り、表示画面を鏡面状態にする。
【００６９】
　なお、カメラ機能においては、殆どの場合オートフォーカス制御が用いられている。脚
行動の検出に加えてこのオートフォーカス制御の結果も利用することができる。すなわち
、カメラ機能を使用するモードで携帯電話１０が動作する場合オートフォーカスのための
自動焦点距離検出において適正な焦点距離が検出されている。これに対してカメラ機能が
オフの場合には、焦点距離検出において、所定以下、例えば１ｍｍ以内の焦点距離であっ
た場合に鏡面制御を行うように切り換えるようにすることもできる。
【００７０】
　以上説明したように、本発明によれば、携帯電話１０を自立させるための脚構造におい
て、脚の動作状態と携帯電話１０に備えられた機能とを関連付けて動作モードを変更制御
するため、当該機能を利用する際の操作を簡単化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の実施例１にかかる携帯電話の構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示した携帯電話の外観を示す図であり、携帯電話が折り畳まれた状態を示
す斜視図である。
【図３】開いた状態の携帯電話を表示部、操作部の面から見た斜視図である。
【図４】開いた状態の携帯電話を表示部、操作部の背面側から見た斜視図である。
【図５】本発明の実施例２にかかる携帯電話の自立用の脚構造を示す外観図である。
【図６】脚が最大角度（第１の角度範囲）に開かれた状態を示す側面図である。
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【図７】脚が最大角度より小さい所定の角度（第２の角度範囲）に開かれた状態を示す側
面図である。
【図８】携帯電話の脚の動作状態により動作モードを制御する手順を示すフローチャート
である。
【図９】携帯電話の脚の動作状態により動作モードを制御する他の手順を示すフローチャ
ートである。
【符号の説明】
【００７２】
　１０・・・携帯電話
　１１・・・通話部
　１２・・・マイク
　１３・・・スピーカ
　１４・・・無線部
　２１・・・機能制御部
　２２・・・主制御部
　２３・・・表示部
　２４・・・操作部
　２５・・・脚動作検出部
　２６・・・動作モード制御部
　２７・・・鏡面制御部
　２８・・・バックライト制御部
　２９・・・オートシャッター制御部
　３１・・・シャッター時間設定部
　４０・・・脚
　４１・・・回転軸
　４３、４４・・・マイクロスイッチ
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【図７】 【図８】
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